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１．診療報酬改定後の動向１．診療報酬改定後の動向
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Ｈ28年3月23日「第7回医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会」資料抜粋
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医療費適正化基本方針と
診療報酬改定への反映

6Ｈ28年3月23日「第7回医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会」資料抜粋



３月２４日第９４回社会保障審議会医療保険部会
外来医療費の分析資料を提示
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9
Ｈ28年3月24日厚労省 外来医療費分析について



２． 労災
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現行

術中透視装置使用加算 220点術中透視装置使用加算 220点

【算定対象部位】【算定対象部位】
・大腿骨
・下腿骨
・踵骨

。

・踵骨
・上腕骨
・前腕骨 の骨折観血的手術において、術中透視装置を使用した場合に算定。
・舟状骨以外の手根骨・舟状骨以外の手根骨

【留意点】
当該加算については、労災診療費算定基準の「四肢の傷病に係る処置等の当該加算については、労災診療費算定基準の「四肢の傷病に係る処置等の
加算」（四肢加算）の対象とはならない。
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改定後（H28.4.1～）

精神疾患を主たる傷病とする場合 770点精神疾患を主たる傷病とする場合 770点
その他の疾患の場合 580点
職業復帰訪問訓練加算 400点（新設）

【算定対象患者】
・入院治療を伴わず通院療養を３か月以上継続している者・入院治療を伴わず通院療養を３か月以上継続している者

医療機関と事業主の連携による傷病労働者の早期職業復帰を促進するため、
職業復帰訪問指導料を算定できる訪問指導（以下「訪問指導」という。）を実施し

、

職業復帰訪問指導料を算定できる訪問指導（以下「訪問指導」という。）を実施し
た日又は訪問指導に基づき後日に傷病労働者のうち入院患者が職業復帰を予
定している事業場において訓練（当該事業場を目的地とする移動手段の獲得訓
練を含む。）を行った場合であって、以下の算定要件をいずれも満たした場合には、、練を含む。）を行った場合であって、以下の算定要件をいずれも満たした場合には、
職業復帰訪問指導料の算定１回につき２回を限度に職業復帰訪問訓練加算と
して１日につき４００点を所定点数に加算して算定可能
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ア 入院期間が１月を超えると見込まれる傷病労働者に対する訓練であること。

イ 傷病労働者が復職予定の事業場で行われた作業訓練（以下「作業訓練」という。）及び
当該事業場を目的地とする経路において行われた通勤のための移動手段の獲得訓練
（以下「通勤訓練」という。）であること。

ウ 作業訓練の内容は、特殊な器具、設備を用いた作業（旋盤作業等）を行う職種への復
職の準備のため、当該器具、設備を用いた訓練であって入院医療機関内で実施でき
ないものを行うものであること。ないものを行うものであること。

エ 作業訓練の実施時間は20分以上（ただし、原則60分を上限とする。）であること。

オ 通勤訓練は、移動の手段の獲得を目的として、バス、電車等への乗降等、傷病労働者
が実際に利用する利用手段を用いた訓練を行うものであること。
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カ 訪問指導と同一日又は訪問指導の日から１月以内に作業訓練又は通勤訓練を行った
ものであること。なお、同一日に、訪問指導又は作業訓練を行うことなく通勤訓練のみ
を行う時にあっては、当該事業場へ到着の際に事業主へ訓練の状況について報告を
行うこと。

キ 職業復帰予定の事業場への往復を含め、訓練の実施中は医療機関の医療従事者がキ 職業復帰予定の事業場への往復を含め、訓練の実施中は医療機関の医療従事者が
傷病労働者に常時付添い、必要に応じて速やかに入院医療機関に連絡、搬送できる
体制を確保する等、安全性に十分配慮すること。

(※訓練実施中の災害は労災補償の対象とはなりません。）(※訓練実施中の災害は労災補償の対象とはなりません。）

ク 診療録に訪問指導を行った日、訓練を行った日、訓練実施時間及び訓練内容の要点
を記載すること。また、職業復帰訪問訓練加算を算定する場合は、診療費請求内訳書を記載すること。また、職業復帰訪問訓練加算を算定する場合は、診療費請求内訳書
の摘要欄に訪問指導を行った日及び訓練を行った日を記載すること。

ケ 疾患別リハビリテーション料を実施し算定する日にあっては、職業復帰訪問訓練加算をケ 疾患別リハビリテーション料を実施し算定する日にあっては、職業復帰訪問訓練加算を
併算定できないこと。
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改定後（H28.4.1～）

リハビリテーション料の引上げリハビリテーション料の引上げ
心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅱ） 125点
運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 190点

改定後（H28.4.1～）

・廃用症候群リハビリテーション料（Ⅰ）（１単位） 250点（新設）・廃用症候群リハビリテーション料（Ⅰ）（１単位） 250点（新設）
・廃用症候群リハビリテーション料（Ⅱ）（１単位） 200点（新設）
・廃用症候群リハビリテーション料（Ⅲ）（１単位） 100点（新設）

入院中の患者に対して医療機関外において疾患別リハビリテーション料（Ⅰ）を算定するリ
ハビリテーションを行った場合に所定点数を算定できることとされたことに伴い
労災保険においては、医療機関外において行ったリハビリテーションについて労災保険においては、医療機関外において行ったリハビリテーションについて
疾患別リハビリ テーション料（Ⅰ）を算定できる場合には、ＡＤＬ加算（30点）を算定

早期加算とは別に算定可能
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現在、電子情報処理組織の使用による労災診療費請求又は光ディスク等を用い
た労災診療費請求を行った場合、当該診療費請求内訳書１件につき５点の算定た労災診療費請求を行った場合、当該診療費請求内訳書１件につき５点の算定
ができるが、当該加算の措置期間を平成30年３月診療分まで延長となる。

（注１）平成26年３月診療分までは、電子レセプト１件につき３点の算定。（注１）平成26年３月診療分までは、電子レセプト１件につき３点の算定。
（注２）薬剤費レセプトは、「労災電子化加算」の対象外
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３．外来機能分化（選定療養費）
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外来の機能分化・連携の推進

平成28年度診療報酬改定 厚労省3月4日 改定説明会資料 追記

地域医療
連携

かかりつけ医の普及を図り、かかりつけ医が患者の状態や価値観も踏まえ、医療をサポート
する「ゲートオープナー」機能を確立。

必要に応じて適切に

200床未満
及び診療所

紹介・逆紹介等

専門的な診療を提供する
地域の拠点となるような病院患者がアクセスしやすい中小病院、診療所

＜選定療養の責務＞認知症は多剤投与者は対象外

•認知症に対する主治医機能の評価

＜選定療養の責務＞
●特定機能病院
●一般病床500床以上の

地域医療支援病院

（内服薬6種類以上、向精神薬等は4種類以上）

•小児に対するかかりつけ医の評価

•地域包括診療料、地域包括診療加
算（※）の施設基準の緩和
（※）複数の慢性疾患を持つ患者に対する継続的で全

紹介状なしで大病院を受診した場合や

大病院において逆紹介をしても受診してし
まう再診の場合等の定額負担を導入

地域医療支援病院

（※）複数の慢性疾患を持つ患者に対する継続的で全
人的な医療を評価

まう再診の場合等の定額負担を導入

●糖尿病 ●高血圧
●脂質異常症 ●認知症
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療養担当規則 （特定機能病院および一般病床500床以上の地域医療支援病院

選定療養 定額負担 設定金額 定額負担除外対象者選定療養 定額負担 設定金額

初診
(紹介状なし）

外来診療料（再診）
（※にも関わらず受診）

医科 5,000円 医科 2,500円

【緊急その他やむを得ない事情がある場合】
●救急の患者
●公費負担医療の対象患者

定額負担除外対象者

医科 5,000円 医科 2,500円

歯科 3,000円 歯科 1,500円

●公費負担医療の対象患者
●無料低額診療事業の対象患者
●HIV感染者

※再診の場合は、一般病床500床未満又は
診療所に対し文書で紹介を行う申出を行ったのにも関わらず受診

[その他、定額負担を求めなくて良い場合]
(1) 自施設の他の診療科を受診中の患者

診療所に対し文書で紹介を行う申出を行ったのにも関わらず受診

税込みの金額として、この金額が徴収されていれば
満たしていることになる。
（3/４厚労省説明会質疑応答より）

(2) 医科と歯科の間で院内紹介した患者
(3) 特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった患者
(4) 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
(5) 外来受診後そのまま入院となった患者

（3/４厚労省説明会質疑応答より）

(5) 外来受診後そのまま入院となった患者
(6) 地域に他に当該診療科を標榜する診療所等がなく、大病院が外来診療を実質的に担っている

ような診療科を受診する患者
(7) 治験協力者である患者
(8) 災害により被害を受けた患者
(9) 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
(10) その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者

【経過措置】自治体による条例制定が必要な公的医療機関については、条例を制定するまでの期間
を考慮し、Ｈ28年9月30日までの間は支払を受けることを要しない 19



【大病院定額自己負担】

厚労省 疑義解釈（その１）平成28年3月31日厚労省 疑義解釈（その１）平成28年3月31日

定額負担には、消費税分は含まれるのか。例えば、医科の初診の金額について、消費Q 定額負担には、消費税分は含まれるのか。例えば、医科の初診の金額について、消費
税分を含めて5,000円とすることは許容されるのか。

含まれる。消費税分を含めて告示で定める金額以上の金額を社会的にみて妥当適切
な範囲で徴収していれば良い。

Q

A
な範囲で徴収していれば良い。

Q 地方単独の公費負担医療の対象となる患者は、今回の定額負担の対象となるのか。Q

A

地方単独の公費負担医療の対象となる患者は、今回の定額負担の対象となるのか。

地方単独の公費負担医療のうち、特定の疾病又は障害に着目したものの対象となる
患者については、定額負担を求めてはならないこととしている。

「特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者」にいて、Q
「がん検診等」の「等」には具体的に何が含まれるのか。例えば、人間ドックで精密検査
の指示を受けた場合は含まれるのか。

特定健康診査、がん検診のほか、公的な制度に基づく健康診断が含まれる。A
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【大病院定額自己負担】

厚労省 疑義解釈（その１）平成28年3月31日厚労省 疑義解釈（その１）平成28年3月31日

「地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来Q 「地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来
診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者」への該当性は、具体的にど
のような基準で判断すれば良いのか。

原則として、保険医療機関において個別に判断いただくものと考えている。なお、少な

Q

A 原則として、保険医療機関において個別に判断いただくものと考えている。なお、少な
くとも以下のような場合は、近隣の医療機関との機能分化を行うことが必要又は可能
と考えられることから、当該要件には該当しない。
・当該地域において通常用いる交通手段によって当該保険医療機関から15分程度

A

・当該地域において通常用いる交通手段によって当該保険医療機関から15分程度
で移動できる距離に当該診療科を標榜する保険医療機関がある場合

・当該診療科において、紹介状を有しない患者に対し、選定療養として定額負担の
徴収の実績を有する場合

ただし、近隣の医療機関における応需体制が乏しい等、実態上近隣の医療機関との
機能分化を行うことが困難と地域医師会等が認めた場合にはこの限りでない。

標榜する診療科の区分は、地方公営企業の設置条例で定める診療科という認識でかQ 標榜する診療科の区分は、地方公営企業の設置条例で定める診療科という認識でか
まわないか。（内科の場合、「呼吸器内科」、「消化器内科」、「循環器内科」、「腎臓内
科」、「神経内科」、「血液内科」、「肝臓内科」、「緩和ケア内科」、「腫瘍内科」、「糖尿
病内科」）

Q

医療法施行令第３条の２に定める広告することができる診療科に当たるため、差し支
えない。

A
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【大病院定額自己負担】

厚労省 疑義解釈（その１）平成28年3月31日厚労省 疑義解釈（その１）平成28年3月31日

定額負担を求めなくて良い場合の「自費診療の患者」の定義は何か。（例えば、保険証Q 定額負担を求めなくて良い場合の「自費診療の患者」の定義は何か。（例えば、保険証
を未持参で受診した場合に自費扱いとした場合にも負担を求めることは可能か。

保険診療の対象とならない患者をいう。なお、例示されているケースは本来保険診療
として取り扱うべきであるから、「自費診療の患者」には当たらない。

Q

A
として取り扱うべきであるから、「自費診療の患者」には当たらない。

Q 地方自治体による条例制定だけでなく、条例改正、規則・告示改正が必要となる場合Q

A

地方自治体による条例制定だけでなく、条例改正、規則・告示改正が必要となる場合
も対象となるのか。

定額負担の定めに必要なものであれば、対象となる。

経過措置の期間には、条例制定（改正）の経過措置期間（周知期間）も含まれるのか。
例えば、６月の条例改正の施行日を平成28年10月１日とすることは可能か。

Q
例えば、６月の条例改正の施行日を平成28年10月１日とすることは可能か。

含まれる。条例の経過措置は、平成28年９月30日までの間に限り、設定可能である。A
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【大病院定額自己負担】

厚労省 疑義解釈（その１）平成28年3月31日厚労省 疑義解釈（その１）平成28年3月31日

①初診時に紹介状を持たず受診したため初診の定額負担を徴収した患者の再診時に、Q ①初診時に紹介状を持たず受診したため初診の定額負担を徴収した患者の再診時に、
他医療機関に紹介する旨の申出を行ったにもかかわらず当院での受診を希望した場
合には、定額負担の対象となるのか。
②再診の定額負担については、受診の都度徴収を行うのか。

Q

②再診の定額負担については、受診の都度徴収を行うのか。

①・②とも他の病院又は診療所に紹介する旨の申出を行ったにもかかわらず受診した
場合は、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める

A
場合は、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実
施上の留意事項について」の一部改正について（平成28年３月４日保医発0304第
12号）に定める例外に該当しない限り、受診の都度徴収が必要。12号）に定める例外に該当しない限り、受診の都度徴収が必要。
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【大病院定額自己負担】【大病院定額自己負担】

全日本病院協会 事務連絡（その１）平成28年4月8日全日本病院協会 事務連絡（その１）平成28年4月8日

定額負担を求めなくても良い場合の例があるが、該当する場合でも病院の判断
で求めることは可能か。

Q

徴収可能。A
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